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平成 27 年 8 月 18 日 

各      位 
会 社 名 株式会社キタムラ 
代表者名  代表取締役社長 浜田 宏幸 
（コード番号：２７１９ 東証第二部） 
問合せ先  取締役管理部長 菅原 孝行            
（TEL．045－476－0777） 

 

「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、｢内部統制システムの基本方針｣の一部を改定するこ

とを決議しましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 

 

記 

 
１．業務運営の基本方針 
 

【経営思想】 
仕事を創り 
仕事を楽しみ 
仕事によって社会に応える。 
わが社の目的はお客さまに対する「商品とサービス」の質の向上である 
活気のある職場をつくり、成長をめざす 
「利益」によって未来を開き、従業者の経済条件を高める 

 
【企業理念】 

事業は人のためにある 

お客さまと、従業者と、取引先と、株主と、社会のためにある 

株式会社は事業の入れものである 

事業はお客さまのためにある 

仕事は働く人の大切な【場】である 

成果（利益）はお客さまより得られる 

 事業の将来は働く人とお客さまが決める 

  人を活かし、利益をつくり、限りなく発展する 

 
２．取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 
 

⑴ 当社におけるコンプライアンスを推進するため、役員および使用人が、それぞれの立場 
でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、研修等により指 
導する。 

 
⑵ 当社は、相談・通報体制を設け、役員および使用人が、社内においてコンプライアンス 

違反行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、管理部長、 
常勤監査役等に通報（匿名も可）することを徹底する。当社は、通報内容に対処するた 
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めに必要不可欠な限度でこれを取り扱うものとし、通報者に対して、不利益な扱いを行 
わない。 

⑶ 役員および使用人によるコンプライアンス違反行為に対しては、就業規則等に照らして 
厳正に処分する。 

⑷ 当社は、取締役会の監督機能を強化するため、業務を執行しない社外取締役を置く。 
⑸ 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法等に従って、財務報告に係る内部統 

制の整備および運用を行う。 
⑹ 当社は、反社会的勢力排除に向けた体制を整備し、反社会的勢力からの不当な要求には 

断固として拒否する。 
 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
 

⑴ 当社は、有事・平時における対処に万全を期すべく、リスク管理に関する規程を定める。 
⑵ 当社は、有事においては、社長を本部長とする「緊急対策本部」が統括して危機管理に 

あたるものとする。 
⑶ 当社は、平時においては、各部門において、その有するリスクの洗い出しを行い、その 

リスクの軽減等に取り組むとともに、毎年、リスク管理体制を見直す。 
 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
 
⑴ 当社は、定例の取締役会を毎月１回以上開催し、重要事項の決定および取締役の業務執 

行状況の監督等を行う。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、全取 
締役が出席する水曜会（経営会議）を月１回以上開催し、業務執行に関する基本的事項 
および重要事項に係る意思決定を機動的に行うほか、執行役員制度を導入する。 

⑵ 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画および各年度予算を立案 
し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・ 
実行する。 

⑶ 変化の厳しい経営環境に機敏に対応するため、取締役の任期は１年とする。 
⑷ 重要性に応じた意思決定方法、業務執行に関する権限及び責任等を社内規程に定め、そ 

の運営状況を内部監査により把握し、改善を図る。 
 

５．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 
 

⑴ 当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行う。 
⑵ 情報の管理については、法令・社内規程のほか、情報セキュリティに関するガイドライ 

ン、個人情報保護に関する基本方針を定めて対応する。 
 

６．当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制 
 

⑴ 社内規程に従って、当社企業グループ各社はその使命を共有し、業務の適正を確保する。 
⑵ 当社は、当社企業グループ各社にコンプライアンス担当者を置くとともに、当社がグ 
  ループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とする。 
⑶ 当社企業グループ各社における経営の自立性を尊重しつつ、水曜会（経営会議）等に 

て業務内容の定期的な報告を受け、重要案件について事前協議を行う。 
⑷ 当社企業グループ各社においても、その事業内容、規模等を考慮し、その損失の危険の 

管理に関する規程その他の体制、取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保 
するための体制について、当社に準じた体制を整備し、定期的に見直す。 
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７．監査役の職務を補助すべき使用人、その取締役からの独立性および監査役による指示の実 
効性確保 
 

⑴ 当社は、監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助するために管理部等の使用人を兼 
務させ、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行う。 

⑵ 取締役および使用人は、監査役の業務補助を行う使用人が取締役から独立して監査役の 
指示に従い円滑に職務を遂行することができる体制をとる。 
 

８．監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための 
体制 
 

⑴ 当社企業グループ各社の取締役および使用人は、当社企業グループ各社に著しい損害を 
及ぼすおそれがあることを発見したときは、法令・社内規程に従い、直ちに当社および 
該当する会社の監査役に報告する。 

⑵ 当社は、監査役へ報告を行った当社企業グループの取締役および使用人に対し、当該報 
告をしたことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止し、その旨を当社企業グル 
ープの取締役および使用人に周知徹底する。 

⑶ 監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するた 
め、水曜会（経営会議）などの重要会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務 
執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて、当社企業グループ各社の取締役また 
は使用人にその説明を求めることとする。 

⑷ 監査役は、当社の会計監査人であるあずさ監査法人から会計監査の内容について説明を 
受けるとともに、会計監査人および業務改善室（内部監査）と相互連携を図っていく。 

⑸ 当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償 
還、負担した債務の弁済を請求したときは、担当部署において審議の上、当該監査役の 
職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれを処理する。 
 
 

以 上 


